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第３次地域管理経営計画書（磐城森林計画区）の変更について

第３次地域管理経営計画（磐城森林計画区）の一部を次のとおり改める。

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項

当該森林計画区の国有林野を国土の保全や水源かん養を目的とする「水土保全林」、豊
かな生態系の維持・保存や森林レクリエーション利用を目的とする「森林と人との共生林」
及び木材を安定的かつ効率的に供給する「資源の循環利用林」の３つに区分して、管理経
営を行って行くこととする。この場合、国有林の地域別の森林計画における公益的機能別
施業森林と本計画で定める機能類型区分との関係については、表－１のとおりである。

なお、機能類型に応じた機能の発揮と整合性を図りつつ、針葉樹林、広葉樹林及び針広
混交林等の林相の維持・改良等に必要な施業の結果、得られる木材を有効利用し、政策的
・計画的に供給することとする。特に再生可能エネルギーとしてのバイオマス利用等、地
域のニーズに応じて木材を供給することとする。

また、機能発揮に支障を及ぼさない範囲で齢級構成の平準化を図る主伐を計画的に行う
こととする。
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表－１

機能類型と公益的機能別施業森林の関係について

（単位：面積 ha）

地域管理経営計画にお 国有林の地域別の森林計画における 当計画区の
ける機能類型区分 公益的機能別施業森林 該当する森

林の面積

土砂流出・ ・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
6,387

国 崩壊防備 ・ 水源涵養機能維持増進森林
水 土

保 ・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
土 全 気象害防備 ・ 快適環境形成機能維持増進森林 208

タ ・ 水源涵養機能維持増進森林（立地条件（海岸）
保 イ により除外する場合もある。）

プ
全 ・ 快適環境形成機能維持増進森林

生活環境保全 ・ 水源涵養機能維持増進森林（立地条件（都市部） －
林 により除外する場合もある。）

水源かん養タイプ ・ 水源涵養機能維持増進森林 69,947

森 ・ 保健文化機能維持増進森林
林 自然維持タイプ ・ 水源涵養機能維持増進森林 1,650
と ・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
人 （立地条件により区分する場合もある。）
と
の ・ 保健文化機能維持増進森林
共 森林空間利用タイプ ・ 水源涵養機能維持増進森林 1,713
生 ・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
林 （立地条件により区分する場合もある。）

資源の循環利用林 ・ 水源涵養機能維持増進森林（分収林については、 5,906
契約に基づく取扱いを行う。）

合 計 85,810
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（４）主要事業の実施に関する事項

（本文省略）

エ 林道等の開設及び改良の総量

開 設 改 良

区 分

路線数 延長量（ｍ） 路線数 延長量（ｍ）

林 道 29 41.054 170 17,484

うち林業専用道 7 11,000 － －

５ 国民参加による森林の整備に関する事項

（１） 国民参加の森林に関する事項

（本文省略）

面 積
協定の種類 名 称 位置(林小班)

（ha）

ふれあいの森 新舞子ふれあいの森 37.97 180 い１～い４、に１、
に１０～に１２、に１４～に１６

社会貢献の森 木戸川漁協・乙次郎の森 0.27 710 イ３内

遊々の森 ひみつ基地の森・つしま 108.34 1014 い１～い４、は～か
1015 い１～い４、に～わ

南相馬市民の森 0.74 2121 イ

あいの沢遊々の森 32.04 2350 う２

2351 い１、い２、い３、い６、ろ１、
ろ２、ろ４、ろ７

ボランティアの森 とわだ遊学の森 43.98 213 へ、ち、わ２

214 ほ３

浪江町元気の森 36.15 1028 わ１

1054 イ、ロ
1055 ほ、と～る、わ１、た１、

た２、ね１、ね２、イ、ロ、ハ
1061 い７

木戸川漁協の森 0.25 707 は
710 ち

アカヤシオの森 23.49 16 ね、な１～な９

ヤマボウシの森 60.35 392 ぬ１～ぬ５、る１
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６ その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

（３）その他必要な事項

福島第一原子力発電所の事故に伴う国有林野内の放射性物質の除染については、「平成二

十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出さ

れた放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき地方公共団体等が

策定する除染実施計画により、適切に対応する。

また、地方公共団体等が独自に除染を実施する場合や、地方公共団体等から除染に伴い発

生する土壌等の仮置場の設置要望があった場合は、当該地方公共団体等と十分調整を図り、

適切に対応する。


